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航空補給処航空機部航空武器整備課 

1  総則 

1.1  適用範囲 

 この仕様書は，海上自衛隊航空補給処（以下，“空補処”という。）の契約に係る搭載航空武

器用モジュール（以下，“モジュール”という。）の修理に適用する。 

1.2  用語及び定義 

 この仕様書で用いる主な用語の定義は，引用文書等に定めるもののほか，次による。 

1.2.1 

搭載航空武器 

 海幕装備第５６２２号の１３０００ に定める搭載電子機器及び武装機器をいう。 

1.2.2 

モジュール 

 搭載航空武器に使用される部品のうち，海上自衛隊補給実施要領（補本装補第２０７２号。

１８．１２．２７）（以下，“補本装補第２０７２号”という。）の１１５２０で定める修理品

目及び特殊管理品目に指定されている部品及びモジュール修理区分（補本航武第２６０５号。

３．１２．７）に示されたものをいう。  

1.2.3 

モジュール修理 

 海幕装備第５６２２号の２４７０４及び２４７０５に定める臨時修理であって，不良状態

にあるモジュールを使用可能状態に戻し，所要の品質を維持するため，契約の相手方工場に

おいて実施する検査，不具合箇所の探求，改修等の作業をいう。 

1.2.4 

基本作業 

 基本作業は，個々の機器について，基本的，共通的に行う作業をいい，細部は 2.2.1 に定

める。 

1.2.5 

基本以外作業 

基本以外作業は，役務の実施中及び検査の結果，判明した不具合箇所の修復及びそれに関 

連する作業とし，監督官等の確認及び契約担当官等の承認を得た後，実施する作業をいい， 

細部は 2.2.2 に定める。 

  なお，実施については，別途指示するものとする。 

1.2.6 

改修 

 海幕装備第５６２２号の２４８０１に定める作業をいう。 
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1.2.7 

ＡＴＥ 

ＡＮ／ＵＳＭ－４４９自動試験装置（Automatic Test Equipment）をいう。 

1.2.8 

データシート 

 ＡＴＥから出力された試験結果の記録をいう。 

1.2.9 

標準作業手順 

 契約の相手方が保有するモジュール別の標準的な作業手順をいう。 

1.2.10  

技術支援活動 

 モジュールについて発生する不具合及び整備に関する技術検討，資料の収集・作成，技術指

導等について，海上自衛隊補給本部（以下，“補給本部”という。）又は要求元からの依頼に基

づき実施する搭載航空武器の維持，整備等に関する技術的支援活動をいう。 

1.2.11  

地方防衛局等 

 地方防衛局，陸上自衛隊，航空自衛隊及びその他の官庁をいう。 

1.2.12 

契約担当官等 

 分任支出負担行為担当官，分任支出負担行為担当官代理，契約担当官及び契約担当官代理

をいう。 

1.2.13 

監督官等 

 契約担当官等が任命した当該搭載航空武器担当の監督官又は検査官若しくは監督・検査を

依頼した地方防衛局等に所属する当該搭載航空武器担当の監督官又は検査官をいう。 

1.2.14 

秘密に属する物件等 

 特別防衛秘密の保護に関する訓令（平成１９年防衛省訓令第３８号），特定秘密の保護に関

する訓令（平成２６年防衛省訓令第６４号）及び秘密保全に関する訓令（平成１９年防衛省訓

令第３６号）の適用を受ける搭載航空武器に関する物件，文書，図面等をいう。 

1.3  引用文書等 

 この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の

一部をなすものであり，特に版を指定するもののほか，入札書又は見積書の提出時における

最新版とする。ただし，契約後引用文書に改正があった場合には，その適用について別途契約

担当官等と協議するものとする。 

なお，関連文書については，この仕様書に規定した事項の理解を助けるためのものであり，

この仕様書一部をなすものではない。 

a) 引用文書 

1) 規格 

   ＮＤＳ Ｚ ０００１ 包装の総則 
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 2) 仕様書 

   ＤＳＰ Ｚ ９００８Ｂ 品質管理等共通仕様書 

ＺＤＳ－Ｊ－Ｘ０００４ 搭載電子機器用回転機オーバーホール共通仕様書 

ＺＤＳ－Ｊ－Ｘ０００９ 搭載航空武器修理共通仕様書 

 3) 法令等 

   秘密保全に関する訓令（防衛省訓令第３６号。１９．４．２７） 

特定秘密の保護に関する訓令（防衛省訓令第６４号。２６．１２．４） 

特別防衛秘密の保護に関する訓令（防衛省訓令第３８号。１９．４．２７） 

   秘密保全に関する達（平成１９年海上自衛隊達第１６号。１９．４．２７） 

   特定秘密の保護に関する達（平成２６年海上自衛隊達第３０号。２６．１２．１０） 

   特別防衛秘密の保護に関する達（平成１９年海上自衛隊達第１８号。１９．４．２７） 

海上自衛隊契約規則（海上自衛隊達第４号。２７．３．１０） 

   海上自衛隊契約規則の実施に関する細部（海幕経第１８３号。２７．３．１８） 

   海上自衛隊において調達する調達品等の標準監督・完成検査実施要領（海幕経第２５

５９号。９．５．３０） 

   航空機等整備基準（海幕装備第５６２２号。１０．１２．８）    

   航空機等整備実施要領（補本装航第８９号。１０．１２．８） 

   信頼性管理実施要領（補本装航第９１号。１０．１２．８） 

   形態管理実施要領（補本装航第９２号。１０．１２．８） 

海上自衛隊補給実施要領（補本装補第２０７２号。１８．１２．２７） 

航空機等及び航空武器等の技術刊行物の管理実施要領（補本装航第９３号。１０．１ 

２．８） 

航空補給処（下総支処を除く。）監督検査事務処理手続（空補処契第１４３号。２８． 

３．７） 

b) 関連文書 

 1) 法令等 

   航空武器等の修理実施要領(補本装航第９７号。１０．１２．８) 

 2) 技術資料等 

   航空機等及び航空武器等の技術刊行物の管理要領（補本装航第９３号。１０．１２．

８)に基づく技術刊行物 

ＪＩＳ，ＮＤＳ，ＭＩＬ規格，製造規格，製造図面，標準作業手順書等の技術資料ライ 

センス契約に基づく技術資料 

2  役務に関する要求 

2.1  一般的要求事項 

 一般的要求事項は，次による。 

a) 契約の相手方は，原則として不具合箇所の修復を行うものとする。 

b) 契約の相手方は，応急的処置を行ったと推定される箇所について，必要に応じて修復す 

るものとする。 

c) 契約の相手方は，原則としてモジュール単体での完成検査のみを行うものとし，機器に 

装着しての作動試験は行わないものとする。  
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2.2  役務の内容 

2.2.1  基本作業  

基本作業は，原則として修理前調査，不具合箇所の探求，中間検査，修理，性能試験，完成 

検査，こん包・輸送及び検査立会いとする。 

2.2.2  基本以外作業 

 基本以外作業は，原則として次の作業とする。 

a) 不具合箇所の修復 

 1) 部品・材料（副材料を除く。）及び交換部品の検査並びに交換作業 

2) 回転機等のオーバーホール作業 

b) 改修指示書に基づく改修作業及び改修作業後の処置 

c) データシートと故障状況が異なる場合に実施する作業 

d) 技術支援活動  

 1) 要求元が指示する技術調査及び技術調査に伴う作業 

 2) ＵＲに基づく調査作業 

 3) ＵＲ証拠品の調査作業 

e) その他特に監督官等が必要と認める作業 

監督官が必要と認める場合のみ，修理実施要領書を２部作成し，空補処監督官の確認を 

得た後，主任検査官の承認を受けるものとする。承認後は，各１部を空補処監督官及び 

    契約相手方保管とする。 

なお，ＺＤＳ－Ｊ－Ｘ０００９ 附属書Ａに基づき作成するものとする。 

2.3  要具等  

要具等については，次による。 

a) 契約の相手方は，モジュール修理に必要な工具，計測器，試験装置等を準備するものとす

る。 

b) 契約の相手方は，役務の実施にあたり，当該機器の専用治工具の製作，改修又は修理等に

より専用治工具の取得が完了した場合，ＺＤＳ－Ｊ－Ｘ０００９ 附属書Ｂに基づき専

用治工具確認書（２部）を提出し，監督官等の確認を得た後，契約担当官等に通知するも

のとする。 

2.4  部品・材料  

 モジュール修理に必要な部品，材料及び副資材の準備，取扱い等及び剰余品の取扱いにつ

いては，補本装補第２０７２号によるほか，次のとおりとする。 

a) 契約の相手方は，修理に先立ちＺＤＳ－Ｊ－Ｘ０００９ 附属書Ｃに基づき官給品在庫

調査表（払出願）（１部）を作成し，空補処監督官に提出，官給希望品の在庫確認を実施

するものとする。 

b) 契約の相手方は，修理に先立ち官給品在庫確認の結果を，ＺＤＳ－Ｊ－Ｘ０００９ 附

属書Ｃに基づき官給品在庫調査表（払出願）（１部）を作成し，監督官に提出，官給品の

払出しを申請するものとする。 
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   なお，所要の時期に官給することが困難な場合は，監督官等と契約の相手方との協議

によるものとする。 

c) 官給品の引渡し場所は，原則として契約の相手方工場とする。 

d) モジュール修理に必要な副資材等は，契約の相手方の負担とする。 

e) モジュール修理に必要な部品のうち，契約の相手方が負担する部品（副資材を除く。）に

ついては，技術資料等の部品諸元に合致したものでなければならない。ただし，製造中止

等の理由により，部品の入手が困難な場合は，機器製造時の部品と互換性があり，同等若

しくはそれ以上の性能，規格を有する代替品又は相当品を使用することができる。 

なお，その処理については，ＺＤＳ－Ｊ－Ｘ０００９ 附属書Ｄに基づき代替部品使 

用申請書（３部）を作成し，監督官の確認を得て，契約担当官等に提出し承認を得るもの 

とする。承認後，２部を監督官に提出し，１部を契約相手方保管とする。ただし，ＡＴＥ 

で試験可能なモジュール等については，ＡＴＥによる試験に影響を与えない部品を使用 

するものとする。 

f) 部品等の流用は，原則として実施しないものとする。ただし，部品等の入手状況その他の

都合により修理が完成できない場合は，監督官等又は契約担当官等と協議するものとす

る。また，部品等の流用を実施した場合は，ＺＤＳ－Ｊ－Ｘ０００９ 附属書Ｅに基づ

き部品等流用実績表（２部）を作成し，監督官の確認を得た後，空補処航空機部長（以下，

“航空機部長”という。）に提出するものとする。 

g) 官給品の使用について，返品書・材料使用明細書（補本装補第２０７２号，海補３０２４

様式）（６部）を作成し，監督官の確認を得た後，分任物品管理官へ提出するものとする。 

  承認後，５部を監督官に提出し，１部を契約相手方保管とする。官給品の使用残があれば

合わせて返還するものとする。 

2.5  技術変更提案等  

技術変更提案，技術刊行物改定要求書等は，航空機等整備基準，信頼性管理実施要領，形 

態管理実施要領，航空機等及び航空武器等の技術刊行物の管理実施要領により行うものとす

る。 

2.6  下請負 

 作業の一部を下請負工場で実施する場合は，ＺＤＳ－Ｊ－Ｘ０００９ 附属書Ｆに基づき

下請負承認申請書（３部）を作成し，監督官の確認を得た後，契約担当官等の承認を得るもの

とする。承認後，２部を監督官に提出し，１部を契約相手方保管とする。 

2.7  実施要領  

 契約の相手方は，標準作業手順によるほか，次に示す実施要領により作業を行うものとす

る。 

なお，ＡＴＥでの試験が可能なモジュールについては，データシートを基準に作業を行う

ものとする。 

a) 修理前調査 モジュール修理に先だって，次の調査を実施し，修理前調査成績書（様式適

宜）（１部）及び不具合箇所対策表・部品請求書（ＺＤＳ－Ｊ－Ｘ０００９ 附属書Ｇ）
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（１部）を作成するものとする。 

 1) 構成品目及び数量  構成品目及び数量の確認を行う。 

 2) 目視調査 部品等の破損，変形，発錆，腐食，欠品等について，調査を行う。 

3) 作動状況調査 必要に応じ電気的，機械的作動状況の調査を行う。 

なお，ＡＴＥで試験可能なモジュールについては，データシートに基づき，作動状況 

の調査を行うものとする。 

b) 不具合箇所の探求 修理前調査成績書に基づき，回路及び部品の検査，点検等を行い，

不具合部品の摘出を行う。 

c)  中間検査 

1) 修理前調査成績書の確認を監督官又は検査官から得るとともに，不具合対策表・部品 

請求書を監督官に提出するものとする。また，修理前調査成績書については，別に提出 

を求められた場合のみ，提出とする。 

    なお，修理に要する見積総額が，当該モジュールの新品購入価格の６５％を超える 

場合は，ＺＤＳ－Ｊ－Ｘ０００９ 附属書Ｊに基づき，修理可否判定協議書（２部）を 

作成し，監督官の確認を得た後，契約担当官等に提出し修理の可否判定を受けるもの 

とする。承認後，１部を契約担当官に，１部を契約相手方保管とする。 

2) 契約の相手方は，製造中止部品等の理由により，不具合箇所の修復が不能となった場 

合は，修理不能となった理由(様式適宜)（１部）を監督官と調整し主任検査官に提出す 

る。 

d) 修理  

 1) 基本作業 コーティング処理及び手入れを行う。 

 1.1) コーティング処理 コーティング処理は，原則として補修コーティングのみとする。 

 1.2) 手入れ  

 1.2.1) 清掃 コンプレッサ，真空掃除機を用いて清掃する場合は，風圧，湿気等に注意

し，部品等に悪影響を与えてはならない。また，洗剤を用いる場合は，人身に害を

与えない設備と方法をもって行い，部品等の性能が劣化しないように留意しなけ

ればならない。 

 1.2.2) 塗油・注油 塗油若しくは注油は，原則として規定されたオイル又はグリースを

使用し，規定された方法で行わなければならない。 

 1.2.3) 塗 装 塗装は，原則として補修塗装のみとする。 

 2) 基本以外作業 修理前調査及び不具合箇所の探求により発見された不具合事項は，モ

ジュール修理作業内訳書及び不具合箇所対策表・部品請求書により監督官等の確認及

び契約担当官等の承認を得た後，基本以外作業として行うものとする。 

なお，回転機のオーバーホールが必要となった場合は，ＺＤＳ－Ｊ－Ｘ０００４に 

より行うものとする。 

e) 性能試験 修理終了後，機能の回復を確認するため，原則として監督官等の確認及び契 

約担当官等の承認を得た後，基本以外作業として必要最小限の調整及び性能試験を行う 

ものとする。 
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f) 完成検査 性能試験を完了したモジュールは，次に示す検査を行い，完成検査成績書（様 

式適宜）（１部）を作成し，監督官及び検査官の確認を得るものとし，別に提出を求めら 

れた場合のみ，完成検査成績書（様式適宜）提出 するものとする。不具合修復のみ（又 

は修理再開）の契約の場合，完成検査時に不具合対策表・部品請求書を提出するものとす 

る。 

なお，検査等申請書（海幕経第１８３号，書式第２２）（３部）については，完成検査 

前までに作成し，検査官に提出するものとする。 

 1) 目視検査 外観，構造及び修理箇所の目視検査を行う。 

 2) 作動検査 電気的，機械的作動について検査を行う。 

g) 改修作業 改修が完了した場合は，ＺＤＳ－Ｊ－Ｘ０００９ 附属書Ｌに基づき改修実

施記録（２部）を速やかに作成し，監督官及び海上自衛隊航空補給処長（以下，“空補処

長”という。）の確認を得た後，海上自衛隊補給本部長（以下“補本長”という。）に提出

するものとする。    

2.8  モジュール修理（改修）完了表示 

モジュール修理及び改修を完了した場合，ＺＤＳ－Ｊ－Ｘ０００９ 附属書Ｍに基づき表

示を行うものとする。 

2.9  品質管理  

品質管理は，ＤＳＰ Ｚ ９００８Ｂによるものとし，要求事項は，ＤＳＰ Ｚ ９００８

Ｂの表１の適用区分ａ又は b による。 

 

3  監督及び検査  

3.1  実施要領  

監督及び検査は，海幕経第２５５９号の別冊第３（標準品質証拠監督・完成検査実施要領）

によるものとする。ただし，監督については，別冊第３（標準品質証拠監督・完成検査実施要

領）２（２）［品質証拠監督方式（第三者監査監督を適用する場合）］によるものとする。また，

これにより難い場合は，別途指示するものとする。 

3.2  地方防衛局等の監督及び検査 

地方防衛局等に監督及び検査を依頼した場合は，地方防衛局等の定める監督及び検査実施

要領により実施するものとする。 

3.3  第三者監査監督適用の一部変更・取消 

 第三者監査監督適用の一部変更及び取消を求める場合は，第三者監査監督（適用・一部変

更・取消）届出書（空補処契第１４３号，付紙様式第５）（２部）を作成し，監督官の確認を

得た後，契約担当官等に提出するものとする。 

 なお，一部変更及び取消の時期については，別途通知するものとする。 

4  出荷条件 

4.1  担当区分 

こん包・輸送の担当区分は，原則として表１によるものとする。ただし，表１により難い場
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合は別途指示する。 

表１－こん包・輸送担当区分 

 
役務着手時 役務終了時 

引取り・引渡し場所 こん包・輸送担当 納品場所 こん包・輸送担当 

モジュール修理 機器修理会社 発送元部隊 部隊等 機器修理会社 

4.2  こん包要領 

 こん包は，原則として一般商慣習による。ただし，機器の特性上これにより難い場合は，監

督官経由契約担当官等と協議するものとする。 

4.3  包装の表示 

包装の表示は，ＮＤＳ Ｚ ０００１による。 

4.4  ストックタグ 

 ストックタグ（補本装補第２０７２号，海補７９１３ａ様式）の記載要領は，次による。 

a) “物品番号”，“参考番号”，“品名”，“製造会社名”（修理会社名に読み替える），“単位” 

及び“調達要求番号”は，それぞれ該当事項を記入する。 

b) “製造番号”欄は，該当シリアルナンバーを記入する。 

c) “数量”欄は，このタグを添付する包装内の数量を添付する。 

d) “修理年月日”欄は，修理完了年月を記入する。 

e) “検査スタンプ”欄は，検査官の検査スタンプとする。 

f) “保管期限（年月）”及び“保管期限処理記号”欄は，保管期限を有する物品について， 

該当事項を記入する。 

g) “契約不適合修補等の請求期間”欄は，契約不適合修補等の請求期限を記入する。 

h) “備考”欄は，上記各欄に補足すべき事項があれば記入する。 

4.5  輸送要領 

輸送は，原則として，自動車混載便とする。ただし，機器の特性上これにより難い場合は，

監督官経由契約担当官等と協議するものとする。 

 

5  その他の指示 

5.1  変更工事 

 契約の相手方は，修理作業に変更（基本以外作業等）が生じる場合，変更工事確認書（指示

票）（ＺＤＳ－Ｊ－Ｘ０００９ 附属書Ｎ，付表 N.1）（１部）を作成し，監督官に提出するも

のとする。 

5.2  工程表 

 契約の相手方は，モジュール修理に関する工程表（様式適宜）（１部）の提出を監督官等か

ら求められた場合，速やかに提出するものとする。 

5.3  製造中止（予定）部品等情報 

 契約の相手方は，契約履行中の当該モジュールに関する製造中止部品情報を入手した場合
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は，製造中止（予定）部品等情報（ＺＤＳ－Ｊ－Ｘ０００９ 附属書Ｐ，付表 P.1）（１部）

を作成し，監督官の確認を得た後，空補処航空機部航空武器整備課長（以下“航空武器整備課

長”という。）に提出するものとする。  

5.4  貸付品  

貸付品については，次による。 

a) 契約の相手方は，専用器材，機器及び技術刊行物の貸付けを無償で受けることができる。 

b) 契約の相手方は，補本装補第２０７２号に基づき，貸付に関わる手続きを行う。 

c) 貸付品は，原則として貸付けを受けた時の状態とし，この仕様書の 4 項によりこん包を

行い，貸付元に返還するものとする。 

5.5  機器の受領・返品・納品  

機器の受領・返品・納品については，次による。 

a)  役務対象物品受領時，受領書（補本装補第２０７２号，海補３０２３様式）（６部）を補

本装補第２０７２号に従い作成し，監督官の確認を得た後，契約担当官等に提出するも

のとする。承認後，５部を監督官に提出し，１部を契約相手方保管とする。 

b)  作業の結果，修理不能等となった機器は，返品書（補本装補第２０７２号，海補３０２

４様式）（６部）を補本装補第２０７２号を用いて作成し，監督官の確認を得た後，分任

物品管理官に提出するものとする。承認後，５部を監督官に提出し，１部を契約相手方保

管とする。 

c)  役務対象物品納品時，納品書（補本装補第２０７２号，海補３０２１様式）（６部）を補

本装補第２０７２号に従い作成し，５部を分任物品管理官に提出し，１部を契約相手方

保管とする。 

5.6  撤去品等の処置 

契約の相手方は，撤去品等が発生した場合は，役務終了後，速やかに撤去品（発生材）調書

（海幕経第１８３号，書式第２４）（５部）を作成し，監督官の確認を得た後，分任物品管理

官に提出するものとし，承認後４部を監督官に提出し，１部を契約相手方保管とする。撤去品

の処理については，補本装補第２０７２号によるものとする。 

5.7  役務の着手・終了  

役務の着手・終了についての届出は，次による。 

a) 契約締結後，着手届（海幕経第１８３号，書式第２２）（２部）を作成し，監督官の確認

を得た後，契約担当官等に提出するものとする。 

b) 役務終了後，終了届（海幕経第１８３号，書式第２２）（３部）を作成し，監督官の確認

を得た後，契約担当官等に提出するものとする。 

5.8  提出書類等  

a) 提出書類は，海上自衛隊達第４号及び補本装補第２０７２号によるほか，付表１による

ものとする。 

b) 来歴票（整備記録等）がある場合の記入は，補本装航第８９号により行い，監督官等の確

認を得るものとする。 
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5.9  標準手順の提示 

契約の相手方は，作業の範囲，手順，方法等について，当該モジュールに関する標準手順の

提示を監督官等から求められた場合，速やかに提示するものとする。 

 

5.10  秘密保全 

 契約の相手方は，役務の実施にあたり，直接又は間接に秘密に属する物件等を扱う場合は，

防衛省訓令３６号，防衛省訓令６４号及び防衛省訓令３８号によるほか，別途契約担当官等

の定めるところにより秘密保全を行う。 

なお，細部については，海上自衛隊達第１６号，海上自衛隊達第３０号及び海上自衛隊達

第１８号によるものとする。 

5.11  コンプライアンスの遵守 

 契約の相手方は，下請負者等に対してコンプライアンス意識の徹底及び遵守を図るものと

する。 

5.12  疑義事項 

この仕様書に疑義を生じた場合は，契約担当官等と協議するものとする。 
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付表１－提出書類 

番号 書類名 
提出 

部数 
提出時期 提出先 備 考 

１ 修理実施要領書 ２(１)b) 
必要の都度速

やかに 

監督官経由 

主任検査官 

ＺＤＳ－Ｊ－Ｘ０００９ 

附属書Ａ 

２ 専用治工具確認書 ２ 
必要の都度速

やかに 

監督官経由 

契約担当官等 

ＺＤＳ－Ｊ－Ｘ０００９ 

附属書Ｂ 

３ 
官給品在庫調査表 

（払出願） 
１ 

中間検査のお

おむね１０日

前又は不具合

修復契約締結

後速やかに 

空補処監督官 
ＺＤＳ－Ｊ－Ｘ０００９ 

附属書Ｃ 

４ 代替部品使用申請書 ３(１)b) 
代替部品を使

用する場合 

監督官経由 

契約担当官等 

ＺＤＳ－Ｊ－Ｘ０００９ 

附属書Ｄ 

５ 部品等流用実績表 ２ 
部品等を流用

する場合 

監督官経由 

航空機部長 

ＺＤＳ－Ｊ－Ｘ０００９ 

附属書Ｅ 

６ 下請負承認申請書 ３(１)b) 
必要の都度速

やかに 

監督官経由 

契約担当官等 

ＺＤＳ－Ｊ－Ｘ０００９ 

附属書Ｆ 

７ 修理前調査成績書 １ 
必要の都度速

やかに 
監督官 様式適宜 

８ 
不具合箇所対策表・ 

部品請求書 
１ 中間検査時 a) 監督官 

ＺＤＳ－Ｊ－Ｘ０００９ 

附属書Ｇ 

９ 修理可否判定協議書 ２(１)b) 
必要の都度速

やかに 

監督官経由 

契約担当官等 

ＺＤＳ－Ｊ－Ｘ０００９ 

附属書Ｋ 

１０ 修理不能理由書 １ 
必要の都度速

やかに 
監督官 様式適宜 

１１ 完成検査成績書 １ 完成検査時 検査官 様式適宜 

１２ 改修実施記録 ２ 
改修完了後速

やかに 

監督官， 

空補処長経由 

補本長 

ＺＤＳ－Ｊ－Ｘ０００９ 

附属書Ｌ 

１３ 
第三者監査監督（適用・

一部変更・取消）届出書 
２ 

必要の都度速

やかに 

監督官経由 

契約担当官等 

空補処契第１４３号， 

付紙様式第５ 

１４ 
変更工事確認書 

（指示票） 
１ 

必要の都度速

やかに 
監督官 

ＺＤＳ－Ｊ－Ｘ０００９ 

附属書Ｎ 

１５ 工程表 １ 
必要の都度速

やかに 
監督官 様式適宜 

１６ 
製造中止（予定） 

部品等情報 
１ 

必要の都度速

やかに 

監督官経由 

航空武器整備

課長 

ＺＤＳ－Ｊ－Ｘ０００９ 

附属書Ｐ 

注 a) 不具合調査のみの契約については、提出時期を完成検査時とする。 

注 b) （ ）内の数字は会社控え 
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付表１－提出書類（続き） 

番号 書類名 
提出 

部数 
提出時期 提出先 備 考 

１７ 着手届 ２ 
契約締結後速

やかに 

監督官経由 

契約担当官等 

海幕経第１８３号 

書式第２２ 

１８ 受領書 ６(１)b) 
役務対象物品

受領時 

監督官経由 

契約担当官等 

補本装補第２０７２号 

海補３０２３様式 

１９ 返品書・材料使用明細書 ６(１)b) 
役務終了時速

やかに 

監督官経由 

分任物品管理官 

補本装補第２０７２号 

海補３０２４様式 

２０ 撤去品（発生材）調書 ５(１)b) 
役務終了時速

やかに 

監督官経由 

分任物品管理官 

海幕経第１８３号 

書式第２４ 

２１ 返品書 ６(１)b) 
役務対象物品

返品時 

監督官経由 

分任物品管理官 

補本装補第２０７２号 

海補３０２４様式 

２２ 検査等申請書 ３(１)b) 
完成検査前ま

でに 
検査官 

海幕経第１８３号 

書式第２２ 

２３ 終了届 ３ 
役務終了後速

やかに 

監督官経由 

契約担当官等 

海幕経第１８３号 

書式第２２ 

２４ 納品書 ６(１)b) 
役務対象物品

納品時 
分任物品管理官 

補本装補第２０７２号 

海補３０２１様式 
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